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令和元年度 遠野市中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関する報告 

令和２年６月  

遠野市（岩手県） 

 

○計画期間：平成 28 年４月～令和３年３月（５年） 

 

Ⅰ．中心市街地全体に係る評価 

１． 令和元年度終了時点（令和２年３月 31日時点）の中心市街地の概況 

平成 28年４月以降、認定基本計画に基づき「歴史・文化・風土・自然が息づき市民と

観光客に愛され全ての世代が安心して楽しく回遊できるまち」を目指して事業推進して

いる。 

 中心市街地活性化の核施設として整備を進めた市役所本庁舎は、隣接するまちなか唯

一の大型商業施設遠野市中心市街地活性化センターとの複合施設化によって、平成 29年

９月の開庁以来、高校生等新たな層の利用者の定着が図られている。また利便性の向上

のほか、観光及びまちづくり事業等との連携事業の実施等により周辺交通量の増加傾向

につながっている。 

 中心市街地観光施設入込数は、まちなか活性化イベントの定着や主要施設へ誘致した

テナント店舗の誘客が順調なことなどが来客数の底上げにつながり、東日本大震災以降

の減少傾向に歯止めがかけられた。 

平成 31 年３月に復興道路として前倒し整備された東北横断自動車道釜石秋田線釜石

花巻間が全通し、周辺地域からのアクセス向上と市内国道の交通量に変化がみられ、今

後は中心市街地への誘導の取り組みが必要である。 

中心市街地空き店舗への出店は、商工会による創業塾の実施と空き店舗活用の先行事

例が好影響を及ぼし順調に推移している。中心市街地の空き店舗については、住居一帯

型が多いこと、完全な空き店舗は建物の老朽化が激しいことから、利用可能な物件の掘

り起しと改修費用への対策が今後の課題となる。 

 

【中心市街地の状況に関する基礎的なデータ】        （基準日：毎年度 1月 1 日） 

（中心市街地

区域） 

平成 27 年度

(計画前年度) 

平成 28 年度

(１年目) 

平成 29 年度

(２年目) 

平成 30 年度

(３年目) 

令和元年度

(４年目) 

令和２年度

(５年目) 

人口 3,365 3,318 3,270 3,187 3,121 ― 

人口増減数 △124 △ 47 △ 48 △ 83 △ 66 ― 

自然増減数 △ 46 △ 43 △ 39 △ 51 △ 36 ― 

社会増減数 △ 78 △  4 △  9 △ 32 △ 30 ― 

転入者数  133  104  117   87   73 ― 

（参考値）中心市街地区域を含む行政区単位で集計 

 



2 

 

２．令和元年度の取組等に対する中心市街地活性化協議会の意見 

遠野市中心市街地活性化協議会では、これまでの計画を踏まえ中心市街地等の公益施

設の在り方についての継続協議している。 

中心市街地活性化基本計画で目指している中心市街地の観光施設入込客数の増加や、

市民と観光客の回遊と交流により賑わう中心市街地の実現のため、機能やアイデアを組

み合わせながら、主にソフト事業等で実現可能性の高いものについては早期に着手する

ことが必要と思われる。 

令和元年度は前期計画から位置づけられているエリア毎機能に立ち返り、環境の変化を

分析しながら必要な機能の再検討を行うこと、短期的に取り組み可能な事業の検討等を

継続して行っていく。 

 

Ⅱ．目標ごとのフォローアップ結果 

１．目標達成の見通し 

 

＜基準値からの改善状況＞ 

Ａ：目標達成、Ｂ：基準値達成、Ｃ：基準値未達成 

＜取組の進捗状況及び目標達成に関する見通しの分類＞ 

①取組（事業等）の進捗状況が順調であり、目標達成可能であると見込まれる。 

②取組の進捗状況は概ね予定どおりだが、このままでは目標達成可能とは見込まれず、今後対策を講じる必要

がある。 

③取組の進捗状況は予定どおりではないものの、目標達成可能と見込まれ、引き続き最大限努力していく。 

④取組の進捗に支障が生じているなど、このままでは目標達成可能とは見込まれず、今後対策を講じる必要が

ある。 

 

目標 目標指標 基準値 目標値 最新値 

基準値か

らの改善

状況 

前回の 

見通し 

今回の 

見通し 

目標① 
まちなかの観
光振興（歴
史・文化・風
土・自然を生
かしたまち） 

 中心市街地
観光施設入
込数 （人/年

度） 

64,726 
（H26） 

100,000 
（R2） 

50,531 
（R1） 

C ② ② 

目標② 
まちなかの回
遊性創出（に
ぎわいあふれ
るまち） 

中心市街地通
行量  

（人/日） 

3,145 
（H26） 

4,262 
（R2） 

2,635 
（R1） 

C ② ② 

目標③ 
まちなかの新
規店舗の推
進（店舗が充
実したまち） 

中心市街地新
規出店数 
（件/年度） 

7 
（H24～
H26） 

12 
（H28～

R2） 

15 
（H28～

R1） 
A ① ① 
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２．目標達成見通しの理由 

 「中心市街地観光施設入込数」は前年比 106％となった。指標３館については、自動車

道全通の機会を活かし、隣接市町村との広域連携事業として児童生徒の無料パスポート

発行等による新たな来客の獲得へ向け取り組んだ結果が表れた。市全体としては、平成

30 年度は前年度対比 97％の観光客数となっている。全体的な減少は、平成 30 年度は郊

外の道の駅イベント実施の影響が大きかったため、中心市街地への誘導への取り組みが

必要である。 

指標となる施設３館のうち「とおの物語の館」には、平成 30年度から地産食材等を使

用する地元店舗がテナント入店し順調に集客している。参考値として入店者を入場者数

に含めると入込が 91,814人となり、目標数値に近づいている。今後更に周辺施設への波

及効果を生むため、集客へ向けた施設とソフト事業の連携に引き続き取り組んでいく。 

 「中心市街地通行量」については、平成 30年度は測定日（平日・休日各１日）が両日

とも雨となった影響を受け交通量が減少したが、令和元年度はその反動で少し増加した。

測定地点のうち、平成 29年度に開庁した市役所本庁舎に隣接した計測ポイントでは平日

通行量が増加傾向となっていることから、引き続き基幹施設を活用し、本庁舎と市街地

イベントとの連携などから歩行者数の回復を目指す。 

 「中心市街地新規出店数」については、先行起業者の実例と継続的な創業者支援にお

り目標達成に至った。今後は起業者の継続経営へ引き続き支援を行っていく。 

 

３．前回のフォローアップと見通しが変わった場合の理由 

変更なし 

 

４．目標指標ごとのフォローアップ結果 

「中心市街地観光施設入込数」※目標設定の考え方基本計画 P71～P75参照 

●調査結果の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査方法：市有観光３施設の年間入場者数を集計 

※調 査 月：毎年度末 

※調査主体：遠野市 

※調査対象：遠野市立博物館、とおの物語の館、遠野城下町資料館 

年度 入込数（人） 

H26 64,726 

（基準年値） 

H28 49,430 

H29 46,331 

H30 47,450 

R1 50,531 

R2 100,000 

（目標値） 
 

64,726 

49,430 46,331 47,450 50,531 

100,000 

H26 

基準年値

H28 H29 H30 R1 R2

目標年値

入
場
者
数

年度

中心市街地観光施設入込数
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●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．まちづくりポイントカードシステム導入事業（遠野すずらん振興協同組合） 

事業実施期間 平成 28 年度～令和２年度【実施中】 

事業概要 中心市街地の小売店の大半が加入しているポイントカード「スキ

ップカード」を中心市街地の回遊性を高めるツールとするため、多

機能化及び公共・観光施設等との多事業連携を図る。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

[認定基本計画：地域・まちなか商業活性化支援事業（中心市街地

再興戦略事業）のうち先導的・実証的事業（経産省）（平成 29 年度

～令和元年度） 

地域・まちなか商業活性化支援事業（中心市街地再興戦略事業）

のうち調査事業（経産省）（平成 2９年度～令和２年度）] 

事業効果及び進

捗状況 

福祉部門における健康づくり事業との連携が先行実施されてい

る。健康づくりのためのウォーキング他活動により付与されたポイ

ントは現行のポイントカードと同様に市内小売店の大半で利用す

ることができる。測定機能を市役所本庁舎に隣接する中心市街地活

性化センター内に設置したことにより、健康づくり事業とまちなか

活性化事業との連携を図っている。 

事業の今後につ

いて 

健康づくり事業との連携を継続し、利用者の中心市街地の回遊推

進を図る。多機能化については継続協議とする。 

②．観光 Wi-Fi対応事業（遠野市） 

事業実施期間 平成 28 年度～平成 29年度【済】 

事業概要 観光施設に Wi-Fi 機能を設け、観光客の利便性向上と観光客の増

加につなげる。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業効果及び進

捗状況 

市内主要観光施設や公共施設に無料インターネット利用ができ

る公衆無線ＬＡＮのアクセスポイントを行政施設含め24施設に設

置。平成 29 年４月 29日にサービスを開始した。認証画面は、日

本語、英語、中国語、韓国語に対応。 

事業の今後につ

いて 

継続利用 

③．三田屋プロジェクト（遠野みらい創りカレッジ関連事業～こども本の森構想） 

（遠野市） 

事業実施期間 平成 25 年度～【実施中】 

事業概要 空き家となった町家「三田屋」の調査及び改修を地元高校生と大

学との交流で行なう。企業連携による廃校舎活用「遠野みらい創り

カレッジ」の関連事業として、国内外から人が集い学ぶ場として活

用できるよう整備を進める。 

元年度からは新たに「こども本の森構想」として、こども向け本
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の施設の整備を推進する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

中心市街地活性化ソフト事業（総務省）（平成 28年度～平成 29

年度） 

[認定基本計画：平成 28 年度～平成 29 年度.、平成 30 年度～

令和２年度] 

事業効果及び進

捗状況 

遠野市の地域環境と歴史文化を体験学習するオフキャンパス活

動として、老朽化した建物の部分補修や街並み調査を実施。 

地元自治会や商店街組合の活動拠点、各団体のイベント会場・回

遊型イベントの基点として定着し、年約 2,400 人の利用があるな

ど周辺のにぎわい創出に寄与した。さらなる利用促進を図るため、

簡易的な断熱工事や電気設備改修工事を実施した。今後の改修に向

け、地元代表者が懇談会を重ねて活用方針案を取まとめ、市に提案

した。併せて、管理についても地域に委託し、フリーWi-Fi を設置

した。 

令和元年度からは新たに世界的建築家から図書館とは異なった

機能を持った、「こども向け本の施設」を寄贈いただく構想の検討を

進め、事業化に向けて準備している。 

市民の意見を推進方針に反映させるため、有識者懇談会及びワー

キンググループ会議を開催し様々な意見を集約している。 

事業の今後につ

いて 

図書館とは異なった機能を持った、「こども向け本の施設」を整備

し、オープンに向けて、ハードソフト共に取り組む。 

子どもたちの想像力と創造力を育む居場所として、また、すべて

の人が子どもに戻れる空間と位置付け、地域の底力と全国的な発信

力によりグローカルで持続可能な運営体制を構築することで、中心

市街地における点と点から面での拡がりにより、まちなか賑わいが

創出される。 

 

●目標達成の見通し及び今後の対策 

 個別事業は概ね順調に推移しているが、指標となる観光施設入込数への効果が限定的

となっている。 

 市全体としては令和元年度の観光客数が前年度対比 97％となり、微減となった。これ

には平成 30 年度の郊外の道の駅イベント実施の影響が大きいこと、また、平成 31 年３

月に東北自動車道花巻釜石線が全通し、一般国道等の自動車通行量に減少傾向がみられ

ることから、交通状況の変化に対応した中心市街地へ立ち寄りを促す取り組みが必要と

なる。指標３館については、自動車道全通の機会を活かし、隣接市町村との広域連携事

業として児童生徒の無料パスポート発行等による新たな来客の獲得へ向け取り組んでい

る。 

 指標３館の入込は昨年度入込数から増加を図ることができた。また３館と隣接する都

市公園等を会場としたイベントが定着したこと、指標となる３館のうち「とおの物語の

館」内にテナント入店した店舗の集客が順調であることから、今後は本館自体、及び周
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辺施設への波及効果を生むためのソフト事業実施へ向け取り組む。 

 

 

「中心市街地通行量」※目標設定の考え方基本計画 P75～P75参照 

 

●調査結果の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査方法：市街地５地点の通行量、休日・平日の平均値を集計 

※調 査 月：毎年９月上旬（休日・平日各 1日） 

※調査主体：遠野商工会 

※調査対象：バイク、自転車、歩行者 

 

●参考指標の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査方法：中心市街地活性化センターとぴあのレジ通過数を集計 

※調 査 月：通年 

※調査主体：協同組合遠野商業開発 

 

 

 

年 通行量（人） 

H26 3,145 

（基準年値） 

H28 2,784 

H29 3,690 

H30 2,256 

R1 2,635 

R2 4,262 

（目標値） 

年 入込数（人） 

H26 1,046,146 

H28 927,654 

H29 853,951 

H30 811,503 

R1 796,327 

R2 1,292,000 

（目標値） 

 

3,145
2,784

3,690

2,256
2,635

4,262

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

H26

基準年値

H28 H29 H30 R1 R2

目標値

（
人
）

（年度）

中心市街地交通量

 

1,047,355
927,654

853,951 811,503 796,327

1,292,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

H26

基準年値

H28 H29 H30 R1 R2

目標値

（
人
）

（年度）

中心市街地活性化センターとぴあ入込数
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※調査方法：ＪＲ東日本公表データ収集 

※調査主体：ＪＲ東日本 

※令和元年度数値は未公開 

 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．本庁舎整備事業（遠野市） 

事業実施期間 平成 26 年度～平成 29年度【済】 

[認定基本計画：平成 26 年度～平成 28 年度] 

事業概要 東日本大震災により全壊した本庁舎を、中心市街地の核とするた

め、ショッピングセンタ.ーとぴあとの複合施設として整備し、市民

の利便性向上とまちなかの賑わい創出を図る。 

国の支援措置名

及び支援期間 

震災復興特別交付税（総務省）等（平成 26年度～平成 28 年度） 

事業効果及び進

捗状況 

建設地内の物件移転と地下工事の際の湧水処理の影響により工

期延長し、平成 29 年 9月に供用開始した。ショッピングセンター

との複合施設である利点を活かし、市民協働と交流の拠点とする市

民スペースやフレキシブル執務スペースを設置、内外装へ地場産材

を使用し街並と調和する景観整備により、まちなかの賑わい創出と

活性化の核としての機能を強化している。 

事業の今後につ

いて 

継続活用 

②まちづくりポイントカードシステム導入事業（遠野すずらん振興協同組合）再掲 

事業実施期間 平成 28 年度～令和２年度【実施中】 

事業概要 中心市街地の小売店の大半が加入しているポイントカード「スキ

ップカード」を中心市街地の回遊性を高めるツールとするため、多

機能化及び公共・観光施設等との多事業連携を図る。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

[認定基本計画：地域・まちなか商業活性化支援事業（中心市街地

年 乗車人員数

（人） 

H26 315 

H28 316 

H29 309 

H30 330 

R1 － 

R2 381 

（目標値） 

315 316 309 330
381

0

100

200

300

400

500

H26

基準年値

H28 H29 H30 R1 R2

目標値

（
人
）

（年度）

１日あたりの遠野駅乗車人員数
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再興戦略事業）のうち先導的・実証的事業（経産省）（平成 2９年度

～令和２年度） 

地域・まちなか商業活性化支援事業（中心市街地再興戦略事業）

のうち調査事業（経産省）（平成 2９年度～令和２年度）] 

事業効果及び進

捗状況 

福祉部門における健康づくり事業との連携が先行実施されてい

る。健康づくりのためのウォーキング他活動により付与されたポイ

ントは現行のポイントカードと同様に市内小売店の大半で利用す

ることができる。測定機能を市役所本庁舎に隣接する中心市街地活

性化センター内に設置したことにより、健康づくり事業とまちなか

活性化事業との連携を図っている。 

事業の今後につ

いて 

健康づくり事業との連携を継続し、利用者の中心市街地の回遊推

進を図る。多機能化については継続協議とする。 

③．子育て支援環境（わらすっこの城）整備事業（遠野市） 

事業実施期間 平成 30 年度～令和２年度【実施中】 

[認定基本計画：平成 30 年度～] 

事業概要 「元気わらすっこセンター」としてリニューアルし活用している

市役所西館周辺を子育て支援エリアとして整備し、子育て支援機能

の強化と多機能屋内遊戯施設、屋根付き広場等を設置する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業効果及び進

捗状況 

「子育てするなら遠野」を市の重要施策として取り組んでおり、

子育て世代の支援施設として整備に向け関係機関と検討。平成 30

年５月に「元気わらすっこセンター」をリニューアルし、木のブロ

ックやクライミングウォールを設置するなど遊戯室の拡張を行っ

た。 

事業の今後につ

いて 

施設の活用及び周辺整備の検討を継続する。 

④．公営住宅等整備事業（穀町地区）（遠野市） 

事業実施期間 平成 29 年度～令和２年度【実施中】 

事業概要 郊外部に立地している老朽化した公営住宅を再編・集約整備する

ものとして、市民等が安心して暮らせる公営住宅を中心市街地エリ

ア内に整備する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

[認定基本計画：社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく

事業）（国交省）（平成 29 年度～平成 30 年度、令和２年度）] 

事業効果及び進

捗状況 

平成 29 年度、東日本大震災時に整備した仮設住宅に隣接した敷

地に災害公営住宅を整備した。11 月から建築工事着工、平成 30

年３月に第 1 期分８戸、同年９月８戸整備し全戸完成した。 

事業の今後につ

いて 

今後は仮設住宅跡地を活用し、公営住宅として 20 戸を整備し、

既存の災害公営住宅とあわせて団地を形成する。令和２年に実施設
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計を行う予定である。 

⑤．遠野テレビ・インターネットを活用した情報発信事業（遠野市） 

事業実施期間 平成 27 年度～【実施中】 

事業概要 商店街の情報を市民に周知することで活性化に結びつけるため

遠野テレビ（CATV）を通して市内に情報発信を行うほか、インタ

ーネットを活用して市外にも積極的に情報発信する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業効果及び進

捗状況 

市内の約９割が加入するケーブルテレビネットワークを活用し、

市内の事業者を紹介する番組を制作し放送。地元の特色ある事業所

を知る機会の提供と利用を促していく。 

平成 30 年度は中心市街地活性化イベントとの連携により、イベ

ント内容とあわせて各商店を紹介する番組を制作・放送した。今後

のシリーズ化について取り組んでいく。 

事業の今後につ

いて 

中心市街地活性化イベントと連携した番組の制作・放送のシリー

ズ化ほか企画検討に取り組む。 

 

●目標達成の見通し及び今後の対策  

 「中心市街地の通行量」は、平成 29年９月の市役所本庁舎供用開始により増加傾向が

みられたが、平成 30年度は調査日の悪天候の影響を受け大幅に減少した。令和元年度は、

若干増加に転じた。要因として、市役所本庁舎付近地点での歩行者量は増加しているこ

と、また指標外ではあるが平日の車両通行量は増加傾向となっていることから、基幹事

業の効果は継続していると考える。 

 また参考として計測している駅前の通行量が減少していることから、今後はまちなか

回遊の起点となり周辺通行量に影響する駅周辺の活用について関係機関と機能の見直し

を行っていく。 
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「中心市街地新規出店数」※目標設定の考え方基本計画 P83参照 

●調査結果の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査方法：現地調査及び創業相談、新規商工会員情報により集計  

※調 査 月：毎年度末 

※調査主体：遠野市、遠野商工会 

※調査対象：中心市街地計画区域内での新規出店 

 

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果 

①．ファサード改修費助成事業（遠野商工会） 

事業実施期間 平成 23 年度～【実施中】 

事業概要 中心市街地の通りの街並みを、町家の風情が感じられるよう景観

に配慮して店舗や住宅のファサード改修を行うことで、街並みのイ

メージアップを図り観光客の増加と回遊を促す。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業効果及び進

捗状況 

城下町の面影を残す町並みに配慮した町家風の店舗改修を行う

事業者に対して、改修費の助成を行う。平成 23 年度から要綱を制

定し、事業者に周知してきた。平成 30年度は１事業者が助成利用

を予定していたが、道路工事の影響により翌年度に事業を繰り延べ

した。 

事業の今後につ

いて 

今後も事業周知しながら統一感のある街並みづくりに取り組む。 

②．空き店舗家賃助成事業（遠野商工会） 

事業実施期間 平成 23 年度～【実施中】 

事業概要 中心市街地の空き店舗への出店に対し家賃の一部を助成し、商業

振興とまちなか居住対策を一体的に進める。 

国の支援措置名 国の支援措置なし 

年 出店数 

（累計件数） 

H26 7 

（基準年値） 

H28 6 

H29 8 

H30 15 

R1 15 

R2 12 

（目標値） 
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及び支援期間 

事業効果及び進

捗状況 

事業者の後継者不足や高齢化に伴い廃業され空き店舗となって

いる物件に新規に創業される方を対象に家賃の一部を平成23年度

から助成している。平成 28 年度から平成 30 年度までで 15事業

者が助成事業を活用した。 

経済産業省の創業支援計画認定に基づき、行政・商工会・金融機

関が連携して事業計画・資金計画等の基礎知識や創業後の継続相談

など創業者を応援する「創業支援塾」とあわせた取り組みにより、

新規出店や商店街の活性化につながっている。 

事業の今後につ

いて 

起業者の支援に継続して取り組むほか、商工会と連携し活用可能

店舗の掘り起しを進める。 

③．空き店舗改修費助成事業事業（遠野商工会） 

事業実施期間 平成 23 年度～【実施中】 

事業概要 改修費の一部を助成することで、表が店舗で裏が住居となる建物

が多い中心市街地への店舗部分賃借による出店を促し、空き店舗の

解消とまちなか居住対策を一体的に進める。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業効果及び進

捗状況 

中心市街地では住宅兼店舗の建物が多く見られることから、商店

を廃業しシャッターは下りているが住宅部分には居住しているケ

ースが見られる。居住部分との分離や初期投資となる改修を助成す

ることで新たな出店を応援していく。 

平成 28 年度から５事業者が助成を活用して出店している。 

事業の今後につ

いて 

商工会と連携し活用可能店舗の掘り起しを進めるほか、補助内容

の見直しによる一層の活用推進に取り組む。 

④．空き家・空き店舗の情報提供事業（遠野商工会、で･くらす遠野サポート市民会議） 

事業実施期間 平成 23 年度～【実施中】 

事業概要 中心市街地の空き家、空き店舗、空き地の情報を収集し、地主等

とのコンセンサスを形成するとともに、新規出店希望者、定住希望

者及び起業希望者等に対して情報提供を行う。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業効果及び進

捗状況 

商工会と都市計画部門とが連携し、活用可能性のある店舗の洗い

出しを行った。 

事業の今後につ

いて 

ひきつづき商工会と連携し活用可能店舗の掘り起しを進め、調査

結果を個表等にまとめ空き店舗情報の充実を図る。 

⑤．本庁舎整備事業（遠野市）再掲 

事業実施期間 平成 26 年度～平成 29年度【済】 

[認定基本計画：平成 26 年度～平成 28 年度] 

事業概要 東日本大震災により全壊した本庁舎を、中心市街地の核とするた
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め、ショッピングセンターとぴあとの複合施設として整備し、市民

の利便性向上とまちなかの賑わい創出を図る。 

国の支援措置名

及び支援期間 

震災復興特別交付税等（平成 26 年度～平成 28年度） 

事業効果及び進

捗状況 

建設地内の物件移転と地下工事の際の湧水処理の影響により工

期延長し、平成 29 年 9月に供用開始した。ショッピングセンター

との複合施設である利点を活かし、市民協働と交流の拠点とする市

民スペースやフレキシブル執務スペースを設置、内外装へ地場産材

を使用し街並と調和する景観整備により、まちなかの賑わい創出と

活性化の核としての機能を強化している。 

事業の今後につ

いて 

継続活用 

⑥まちづくりポイントカードシステム導入事業（遠野すずらん振興協同組合）再掲 

事業実施期間 平成 28 年度～令和２年度【実施中】 

事業概要 中心市街地の小売店の大半が加入しているポイントカード「スキ

ップカード」を中心市街地の回遊性を高めるツールとするため、多

機能化及び公共・観光施設等との多事業連携を図る。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

[認定基本計画：地域・まちなか商業活性化支援事業（中心市街地

再興戦略事業）のうち先導的・実証的事業（経産省）（平成 29 年度

～令和２年度） 

地域・まちなか商業活性化支援事業（中心市街地再興戦略事業）

のうち調査事業（経産省）（平成 29年度～令和２年度）] 

事業効果及び進

捗状況 

福祉部門における健康づくり事業との連携が先行実施されてい

る。健康づくりのためのウォーキング他活動により付与されたポイ

ントは現行のポイントカードと同様に市内小売店の大半で利用す

ることができる。測定機能を市役所本庁舎に隣接する中心市街地活

性化センター内に設置したことにより、健康づくり事業とまちなか

活性化事業との連携を図っている。 

事業の今後につ

いて 

健康づくり事業との連携を継続し、利用者の中心市街地の回遊推

進を図る。多機能化については継続協議とする。 

⑦．子育て支援環境（わらすっこの城）整備事業（遠野市）再掲 

事業実施期間 平成 30 年度～令和２年度【実施中】 

[認定基本計画：平成 30 年度～] 

事業概要 「元気わらすっこセンター」としてリニューアルし活用している

市役所西館周辺を子育て支援エリアとして整備し、子育て支援機能

の強化と多機能屋内遊戯施設、屋根付き広場等を設置する。 

国の支援措置名

及び支援期間 

国の支援措置なし 

事業効果及び進 「子育てするなら遠野」を市の重要施策として取り組んでおり、
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捗状況 子育て世代の支援施設として整備に向け関係機関と検討。平成 30

年５月に「元気わらすっこセンター」をリニューアルし、木のブロ

ックやクライミングウォールを設置するなど遊戯室の拡張を行っ

た。 

事業の今後につ

いて 

施設の活用及び周辺整備の検討を継続する。 

 

 

●目標達成の見通し及び今後の対策  

 「中心市街地への新規出店」については初年度から順調に推移し、平成 30年度で目標

達成に至った。今後も創業支援計画に基づき、引き続き行政・商工会・金融機関が連携し

て新規出店者の掘り起しや営業継続のための支援を実施し、商店街の活性化を図る。 

今後は空き店舗の調査を進め利活用の可能性のある物件の掘り起しを進めるほか、家

賃または改修費の助成事業により新規出店を引き続き支援していく。 

 

 


